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○
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す
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営
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さ
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る
規
程
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一
部
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改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…
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訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中

｢

規
定
す
る
部
長｣

の
下
に

｢

、
行
政
組
織
規
則
第
二
十
四
条
の
五
に
規
定
す

る
局
長

(

以
下

｢

対
策
局
長｣

と
い
う
。)

｣

を
加
え
、
同
条
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中

｢

規
定
す
る
次
長｣

の
下
に｢

及
び
行
政
組
織
規
則
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
次
長｣

を
加
え
、

同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中

｢

原
子
力
施
設
安
全
検
証
室
長｣

の
下
に

｢

、
並
行
在

来
線
対
策
室
長
、
人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー｣

を
加
え
、

｢

、
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
室
長｣

を
削
り
、

｢

県
立
美
術
館
開
館
準
備
局
長
補
佐

(

以
下

｢

局
長
補
佐｣

を

｢

県
立
美
術
館
開
館
準
備

室
長
補
佐

(

以
下

｢

室
長
補
佐｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

六

課
長
代
理

行
政
組
織
規
則
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
課
長
代
理
及
び
行
政
組
織
規
則

第
二
十
五
条
の
二
の
四
に
規
定
す
る
課
長
代
理
を
い
う
。

第
二
条
第
七
号
中

｢

第
二
十
二
条
の
二｣

を

｢

第
二
十
二
条
の
三｣

に
改
め
、
同
条
第
九
号
中

｢

及
び
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
東
京
連
絡
事
務
所
長｣

を
削
り
、
同
条
第
十
二
号
中

｢

、
水
産
業
改
良

普
及
所
長｣

を
削
り
、

｢

漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長｣

の
下
に

｢

、
水
産
業
改
良
普
及
所
長｣

を
加

え
、

｢

ダ
ム
建
設
所
長
、
都
市
公
園
事
務
所
長
、
港
湾
管
理
所
長
及
び
ダ
ム
管
理
所
長｣

を

｢

港
管

理
所
長
、
ダ
ム
管
理
所
長
、
ダ
ム
建
設
所
長
及
び
道
路
河
川
事
業
所
長｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中

｢

規
定
す
る
室
長｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
室
の

室
長
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中

｢

、
副
校
長｣

を
削

り
、｢

、
副
所
長
及
び
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致
推
進
東
京
連
絡
事
務
所
次
長｣

を｢

及
び
副
所
長｣

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

地
域
県
民
局
の
部
長

行
政
組
織
規
則
別
表
第
三
に
規
定
す
る
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
室

の
室
長
並
び
に
地
域
県
民
局
の
県
税
部
、
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
、
地
域
県
民
局
の

地
域
農
林
水
産
部
及
び
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
の
部
長
を
い
う
。

第
三
条
第
七
号
中

｢

及
び
部
長｣

を

｢

、
部
長｣

に
改
め
、

｢

同
じ
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
地
域

県
民
局
の
局
長

(

以
下

｢

地
域
県
民
局
長｣

と
い
う
。)

｣

を
、

｢

こ
と

(

部
長｣

の
下
に

｢

及
び

地
域
県
民
局
長｣

を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
職
員
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
務
を
専
決
す
る
。

一

観
光
局
長

別
表
第
一
の
観
光
企
画
課
の
項
及
び
新
幹
線
交
流
推
進
課
の
項
の
部
長
専
決
事

項
の
欄
に
掲
げ
る
事
務

二

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
長

(

以
下

｢

準
備
室
長｣

と
い
う
。)

別
表
第
一
の
県
立
美
術

館
開
館
準
備
室
の
項
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
務

三

水
産
局
長

別
表
第
一
の
水
産
振
興
課
の
項
及
び
漁
港
漁
場
整
備
課
の
項
の
部
長
専
決
事
項

の
欄
に
掲
げ
る
事
務

第
四
条
第
三
項
中

｢

文
化
観
光
部
に
あ
つ
て
は
準
備
局
長｣

を

｢

商
工
労
働
部
に
あ
つ
て
は
観
光

…
…
…
…
…

…
…
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局
長
、
準
備
室
長
又
は
次
長
、
農
林
水
産
部
に
あ
つ
て
は
水
産
局
長｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢
課
に
グ
ル
ー
プ
を
置
く｣

を
削
り
、

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
又
は
グ
ル
ー
プ
に
属
さ
な
い
職
員
の

う
ち
か
ら｣

を

｢

課
長
代
理
若
し
く
は｣

に
、

｢

職
員

(

以
下

｢

課
長
指
定
職
員｣

と
い
う
。)

｣
を

｢
課
長
相
当
職
の
職
員

(

グ
ル
ー
プ
が
置
か
れ
る
課
に
あ
つ
て
は
、
グ
ル
ー
プ
に
属
さ
な
い
職
員

に
限
る
。)
又
は
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

課
に
グ
ル
ー
プ
を
置
か
な
い

課
長
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
が
置
か
れ
な
い
課

(

室
及
び
チ
ー

ム
を
含
む
。)

に
あ
つ
て
は
、
課
長
代
理
が
置
か
れ
る
場
合
は
課
長
代
理
が
、
課
長
代
理
が
置
か
れ

な
い
場
合
は
課
長
が｣
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局

(
以
下

｢

対
策
局｣

と
い
う
。)

の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
当
該

グ
ル
ー
プ
の
分
掌
事
務
に
係
る
別
表
第
一
の
各
課
共
通

(

各
課
専
決
事
項
に
お
い
て
別
に
定
め
る

場
合
を
除
く
。)

の
項
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
務

(

第
三
号
、
第
十
七
号
か
ら
第
二

十
九
号
ま
で
、
第
三
十
一
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。)

及
び
別
表
第
一
の
二

の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
共
通
の
項
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

対
策
局
の
庶
務
担
当
の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
別
表
第
一
の
各
課
共
通

(

各
課
専
決
事
項
に

お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

の
項
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
の
第
三
号
、
第
十
七
号
か
ら

第
二
十
九
号
ま
で
、
第
三
十
一
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
別
表
第
一
の
二
の
庶

務
担
当
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の
項
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

長｣

の
下
に

｢

及
び
地
域
県
民
局
の
部
長｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢

支

所
長
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
事
務
を｣

を｢

、
別
表
第
三
の
職
の
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
職
員
は
、

同
表
の
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
そ
れ
ぞ
れ｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、

同
条
第
六
項
中｢

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で｣

を｢

前
三
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
一
項
中

｢

県
税
事
務
所
の
軽
油

引
取
税
事
務
担
当｣

を

｢

地
域
県
民
局
及
び
県
税
事
務
所

(

以
下

｢

県
税
事
務
所
等｣

と
い
う
。)

の
軽
油
引
取
税
事
務
担
当｣

に
、

｢

県
税
事
務
所
の
所
長｣

を

｢

県
税
事
務
所
等
の
長｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
九
項
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中

｢

、
環
境
生
活
部
及
び
文
化
観
光
部｣

を

｢

及
び
環
境
生
活
部｣

に
改
め
、

｢

、
文
化
観
光
部
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る
準
備
局
長
又
は
次
長
が｣

を
削
り
、
同
条
に

次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務
が
観
光
局
の
分
掌
事
務
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
務

の
代
決
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

副
知
事
が
不
在
の
と
き
は
、
商
工
労
働
部
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

副
知
事
及
び
商
工
労
働
部
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
観
光
局
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す

る
。

三

副
知
事
、
商
工
労
働
部
長
及
び
観
光
局
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す

る
準
備
室
長
又
は
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務
が
水
産
局
の
分
掌
事
務
又
は
農
林
水

産
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
か
ら
農
林
水
産
部
長
が
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
事
務
で
あ
る
場
合

の
当
該
事
務
の
代
決
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

副
知
事
が
不
在
の
と
き
は
、
農
林
水
産
部
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

副
知
事
及
び
農
林
水
産
部
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
水
産
局
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す

る
。

三

副
知
事
、
農
林
水
産
部
長
及
び
水
産
局
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す

る
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
十
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中｢

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で｣

を｢

前
三
項｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務
が
防
災
消
防
課
及
び
行
政
経
営
推
進
室
の
分
掌
事

務
の
う
ち
か
ら
総
務
部
長
が
定
め
る
事
務
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
務
の
代
決
に
つ
い
て
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

総
務
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
行
政
改
革
・
危
機
管
理
監
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

総
務
部
長
及
び
行
政
改
革
・
危
機
管
理
監
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す

る
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

三

総
務
部
長
、
行
政
改
革
・
危
機
管
理
監
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
と
も
に
不
在
の

と
き
は
、
他
の
総
務
部
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

四

総
務
部
長
、
行
政
改
革
・
危
機
管
理
監
及
び
総
務
部
次
長
二
人
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、

主
管
課
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
十
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務
が
原
子
力
施
設
安
全
検
証
室
の

分
掌
事
務
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
務
の
代
決
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

企
画
政
策
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
原
子
力
施
設
安
全
検
証
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

企
画
政
策
部
長
及
び
原
子
力
施
設
安
全
検
証
室
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
企
画
政
策
部

次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

７

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務
が
県
境
再
生
対
策
室
の
分
掌
事

務
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
務
の
代
決
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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一

環
境
生
活
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
県
境
再
生
対
策
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

環
境
生
活
部
長
及
び
県
境
再
生
対
策
室
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す

る
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

三

環
境
生
活
部
長
、
県
境
再
生
対
策
室
長
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
と
も
に
不
在
の

と
き
は
、
他
の
環
境
生
活
部
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

８

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務
が
観
光
局
の
分
掌
事
務

(

県
立

美
術
館
開
館
準
備
室
の
分
掌
事
務
を
除
く
。)

で
あ
る
場
合
の
当
該
事
務
の
代
決
に
つ
い
て
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

商
工
労
働
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
観
光
局
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

商
工
労
働
部
長
及
び
観
光
局
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が

そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

三

商
工
労
働
部
長
、
観
光
局
長
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、

他
の
商
工
労
働
部
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

四

商
工
労
働
部
長
、
観
光
局
長
及
び
商
工
労
働
部
次
長
二
人
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
主
管

課
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
十
条
中
第
九
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
八
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

９

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務
が
県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
の

分
掌
事
務
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
務
の
代
決
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

商
工
労
働
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
観
光
局
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

商
工
労
働
部
長
及
び
観
光
局
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
準
備
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決

す
る
。

三

商
工
労
働
部
長
、
観
光
局
長
及
び
準
備
室
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当

す
る
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

四

商
工
労
働
部
長
、
観
光
局
長
、
準
備
室
長
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
と
も
に
不
在

の
と
き
は
、
他
の
商
工
労
働
部
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

10

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務
が
水
産
局
の
分
掌
事
務
又
は
農

林
水
産
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
か
ら
農
林
水
産
部
長
が
定
め
る
事
務
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
務
の

代
決
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

農
林
水
産
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
水
産
局
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

農
林
水
産
部
長
及
び
水
産
局
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が

そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

三

農
林
水
産
部
長
、
水
産
局
長
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、

他
の
農
林
水
産
部
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

四

農
林
水
産
部
長
、
水
産
局
長
及
び
農
林
水
産
部
次
長
二
人
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
主
管

課
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

11

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
策
局
長
の
事
務
の
代
決
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

対
策
局
長
が
不
在
の
と
き
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

対
策
局
長
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担

当
す
る
対
策
局
の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
十
条
の
二
の
見
出
し
中

｢

準
備
局
長｣

を

｢

準
備
室
長｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

準
備
局

長｣

を

｢

準
備
室
長｣

に
、

｢

文
化
観
光
部
次
長｣

を

｢

当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中｢

準
備
局
長
及
び
文
化
観
光
部
次
長｣

を｢

準
備
室
長
及
び
商
工
労
働
部
次
長
二
人｣

に
、

｢

局
長
補
佐｣

を

｢

室
長
補
佐｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

準
備
室
長
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
他
の
商
工
労
働
部
次

長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
十
条
の
二
を
第
十
条
の
三
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

観
光
局
長
の
事
務
の
代
決)

第
十
条
の
二

観
光
局
長
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す

る
。

２

観
光
局
長
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
他
の
商
工
労
働
部
次

長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

３

観
光
局
長
及
び
商
工
労
働
部
次
長
二
人
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
主
管
課
長
が
そ
の
事
務
を

代
決
す
る
。

第
十
一
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

水
産
局
長
の
事
務
の
代
決)

第
十
条
の
四

水
産
局
長
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す

る
。

２

水
産
局
長
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
他
の
農
林
水
産
部
次

長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

３

水
産
局
長
及
び
農
林
水
産
部
次
長
二
人
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
主
管
課
長
が
そ
の
事
務
を

代
決
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中

｢
課
長｣

を

｢

課
長
等｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

課
長
の
事
務
の
う
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ち
か
ら
当
該
部
長
の
承
認
を
得
て
当
該
課
長
が
定
め
る
事
務
に
つ
い
て
課
長
指
定
職
員
に
代
決
さ
せ

る
場
合
の
当
該｣

を

｢

課
長
代
理
が
置
か
れ
る
課
の
課
長
の｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
の
規
定
中

｢

課
長
指
定
職
員｣

を

｢

課
長
代
理｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中

｢

課
に
グ
ル
ー
プ
を
置
か
な
い｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
が

置
か
れ
な
い
課

(

室
及
び
チ
ー
ム
を
含
む
。)

の｣

に
改
め
、

｢

と
き
は
、｣

の
下
に

｢

課
長
代
理

が
置
か
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
課
長
代
理
が
、
課
長
代
理
が
置
か
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は｣

を
加

え
、

｢

県
立
美
術
館
開
館
準
備
局｣

を

｢

県
立
美
術
館
開
館
準
備
室｣

に
、

｢

準
備
局
長｣

を

｢

準

備
室
長｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

対
策
局
の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
対
策
局
の
サ
ブ
リ
ー

ダ
ー
又
は
あ
ら
か
じ
め
対
策
局
長
の
承
認
を
得
て
当
該
対
策
局
の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が
指
定
す

る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
十
一
条
の
二
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

課
長
代
理
の
事
務
の
代
決)

第
十
一
条
の
二

課
長
代
理
が
不
在
の
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
主
管
部
長
の
承
認
を
得
て
課
長
が
指

定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
十
二
条
第
五
項
中

｢

か
か
わ
ら
ず｣

の
下
に

｢

、
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
局
長
が
不
在
の

と
き
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
県
民
局
の
部
長
が｣

を
加
え
、
同
条
第
六
項
第
六
号
中

｢

支
所

長｣

の
下
に

｢

、
中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
農
村
整
備
事
務

担
当
の
次
長｣

を
加
え
、

｢

西
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
鰺
ケ
沢
町
駐
在
の
次
長
、
上

北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
三
沢
市
駐
在
の
次
長
、
中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
三
戸

地
方
農
林
水
産
事
務
所
及
び｣

を
削
り
、

｢

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
五
所
川
原
市
駐
在
の
農

村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
以
外
の
次
長
、
五
所
川
原
市
駐
在
の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
及
び
つ

が
る
市
駐
在
の
次
長｣

を

｢

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
次
長｣

に
、

｢

加
工
技
術
部
長｣
を

｢
木

材
加
工
部
長｣

に
、

｢

農
林
水
産
事
務
所
長
指
定
駐
在
職
員｣

を

｢

中
南
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水

産
部
の
黒
石
市
駐
在
及
び
三
八
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
の
三
戸
町
駐
在
の
職
員
で
、
あ
ら
か

じ
め
農
林
水
産
部
長
の
承
認
を
得
て
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
長
が
指
定
す
る
も
の
並
び
に

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
三
沢
市
駐
在
及
び
西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
つ
が
る
市
駐
在
の

職
員
で
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
部
長
の
承
認
を
得
て
農
林
水
産
事
務
所
の
所
長
が
指
定
す
る
も
の

(

以
下

｢

地
域
農
林
水
産
部
長
等
指
定
駐
在
職
員｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
、

｢

出
先
機
関
の
長｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
地
域
県
民
局
の
部
長)

｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
八
号

と
し
、
同
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

第
一
号
中

｢

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の｣

の
下
に

｢

総
務
企
画
室
長
、｣

を
、

｢

担
当
す
る｣

の
下
に

｢

保
健
部
若
し
く
は
福
祉
部
の｣

を
、

｢

得
て｣

の
下
に

｢

総
務
企
画
室
長
若
し
く
は｣

を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

地
域
県
民
局
の
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ

地
域
連
携
室
長
が
不
在
の
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
企
画
政
策
部
長
の
承
認
を
得
て
地
域
連

携
室
長
が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

ロ

県
税
部
長
が
不
在
の
と
き
は
県
税
部
次
長
が
、
県
税
部
長
及
び
県
税
部
次
長
が
と
も
に
不

在
の
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
総
務
部
長
の
承
認
を
得
て
県
税
部
長
が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事

務
を
代
決
す
る
。

ハ

地
域
健
康
福
祉
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
健
康
福
祉
部
の
総

務
企
画
室
長
、
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
又
は
こ
ど
も
相
談
総
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決

す
る
。

ニ

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
地
域
農
林
水
産
部
長
が
不
在
の

と
き
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
農
林
水
産
部
次
長
が
、
地
域
農
林
水
産
部
長
及
び
当
該

事
務
を
担
当
す
る
地
域
農
林
水
産
部
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
他
の
地
域
農
林
水
産
部

次
長
が
、
地
域
農
林
水
産
部
長
及
び
地
域
農
林
水
産
部
次
長
二
人
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は

あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
部
長
の
承
認
を
得
て
地
域
農
林
水
産
部
長
が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の

事
務
を
代
決
す
る
。

ホ

下
北
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
地
域
農
林
水
産
部
長
が
不
在
の
と
き
は
地
域
農
林
水
産

部
次
長
が
、
地
域
農
林
水
産
部
長
及
び
地
域
農
林
水
産
部
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
あ

ら
か
じ
め
農
林
水
産
部
長
の
承
認
を
得
て
地
域
農
林
水
産
部
長
が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事

務
を
代
決
す
る
。

ヘ

三
八
地
域
県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
地
域
整
備
部
長
が
不
在
の
と
き

は
地
域
整
備
部
次
長
が
、
地
域
整
備
部
長
及
び
地
域
整
備
部
次
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は

あ
ら
か
じ
め
県
土
整
備
部
長
の
承
認
を
得
て
地
域
整
備
部
長
が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務

を
代
決
す
る
。

ト

中
南
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
地
域
整
備
部
長
が
不
在
の
と
き
は
当
該
事
務
を
担
当
す

る
地
域
整
備
部
次
長
が
、
地
域
整
備
部
長
及
び
当
該
事
務
を
担
当
す
る
地
域
整
備
部
次
長
が

と
も
に
不
在
の
と
き
は
他
の
地
域
整
備
部
次
長
が
、
地
域
整
備
部
長
及
び
地
域
整
備
部
次
長

二
人
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
県
土
整
備
部
長
の
承
認
を
得
て
地
域
整
備
部
長

が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

二

地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
総
務
企
画
室
長
、
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ

ど
も
相
談
総
室
長
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
保
健
総
室
若
し
く
は
福
祉
総
室
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の
次
長
又
は
あ
ら
か
じ
め
地
域
健
康
福
祉
部
長
の
承
認
を
得
て
総
務
企
画
室
長
若
し
く
は
こ
ど

も
相
談
総
室
長
が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

別
表
第
一
各
課
共
通

(

各
課
専
決
事
項
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

の
項
の
副
知
事

専
決
事
項
の
欄
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
欄
第
四
号
中

｢

及
び
課
長｣

を

｢

、
課
長
及
び
地
域
県
民
局
長｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第

五
号
と
し
、
同
欄
第
三
号
中

｢

及
び
課
長｣

を

｢

、
課
長
及
び
地
域
県
民
局
長｣

に
改
め
、
同
号
を

同
欄
第
四
号
と
し
、
同
欄
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
域
県
民
局
長
の
病
気
休
暇
及
び
部
分
休
業
の
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
各
課
共
通

(

各
課
専
決
事
項
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

の
項
の
部
長
専

決
事
項
の
欄
第
三
号
中

｢

長｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
長
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
欄
第
六
号

中

｢

の
職
員｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
長
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
表
財
政
課
の
項
の
第
一
号

の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
三
十
三
条
の
七
第
四
項｣

を

｢

第
五
条
の
三
第
一
項｣

に
、

｢

許

可
申
請｣

を

｢

協
議｣

に
改
め
、
同
表
人
事
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

イ

第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
で
、
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準

(

昭
和
四
十

四
年
十
一
月
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
九)

第
三
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
三

十
八
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
十
九
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
の
昇
給
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
第
一
人
事
課
の
項
の
第
一
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
を
削
り
、
同
欄
ハ
中

｢

第
四
条
第
七

項
、
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
第
九
項
た
だ
し
書｣

を

｢

第
四
条
第
五
項｣

に
改
め
、

｢

、
第
四
号
及

び
第
五
号｣

を
削
り
、
同
ハ
を
同
欄
ロ
と
し
、
同
欄
中
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、
同
項
の
第
九

号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
四
条
第
五
項｣

を

｢

第
四
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
表
税
務
課

の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中｢

県
税
事
務
所
長｣

を｢

県
税
事
務
所
長
等｣

に
改
め
、

同
項
の
第
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
中

｢

県
税
事
務
所｣

を

｢

県
税
事
務
所
等｣

に
改
め
、
同

表
市
町
村
振
興
課
の
項
の
第
五
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
三
十
三
条
の
七
第
四
項｣

を

｢

第
五
条
の
三
第
一
項｣

に
、

｢

許
可｣

を

｢

協
議
に
つ
い
て
の
同
意｣

に
改
め
、
同
表
防
災
消
防

課
の
項
の
第
七
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
表
県
民
生
活
政
策
課
の
項
中

｢県
民
生

活
政
策
課
｣

を

｢県
民
生
活
文
化
課
｣

に
改
め
、
同
項
の
第
三
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
ロ
中

｢

第
十
八
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
一
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
十
九
条
第
二
項｣

を

｢

第
二
十
二
条

第
二
項｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
の
第
二
号
を
削
り
、
同
表
環
境
政
策
課
の
項
の
第
四

号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ

と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
使
用
の
一
時
停
止
の
命

令
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
環
境
政
策
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。
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旅
券
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

国 際 課

イ

第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
旅
券
の
交
付

に
関
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

海
外
移
住
の
啓
発

及
び
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

十
四

青
森
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
使
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十

七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
リ
サ
イ

ク
ル
製
品
の
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
製
品
認

定
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と
。

イ

第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
立
入
検
査

等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

青
森
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
及
び
使
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
七
年
八
月
青
森
県
規
則
第
八
十
八
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
第
一
項
第

二
号
ハ
の
規
定
に
よ



( )

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
の
第
六
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

所
管
区
域
に｣

の
下
に

｢

わ
た
り
、
又
は
地
域
県
民
局
及
び
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に｣

を
加
え
、
同
表
医
療
薬
務

課
の
項
の
第
二
号
中

｢

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

臨
床
検
査
技
師

等
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
、
同
項
の
第
十
四
号
中

｢

医
療
用
具｣

を

｢

医
療
機
器｣

に
改
め
、
同

号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
チ
中

｢

所
管
区
域
に｣
の
下
に

｢

わ
た
り
、
又
は
地
域
県
民
局
及
び
健
康

福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
所
管
区
域
に｣

を
加
え
、
同
表
高
齢
福
祉
保
険
課
の
項
の
第
一
号
の
副
知

事
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
十
八
条
の
二
第
一
項｣

を

｢
第
十
八
条
の
二
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号

の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
を
削
り
、
同
項
の
第
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

の
指
定｣

の
下

に

｢
(

第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同
欄
ロ
中

｢

の
指
定｣

の
下
に

｢

第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新
を
含
む
。)

｣

を
加

え
、
同
欄
ハ
中

｢

介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定｣

を

｢

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定

(

第
八
十

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新
を
含
む
。)

｣

に
、

｢

介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指

定｣

を

｢

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定

(

第
百
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更

新
を
含
む
。)

｣

に
改
め
、
同
欄
ヲ
中

｢

取
消
し｣

の
下
に

｢

及
び
効
力
の
停
止｣

を
加
え
、
同
ヲ

を
同
欄
ワ
と
し
、
同
欄
ル
を
同
欄
ヲ
と
し
、
同
欄
ヌ
中

｢

取
消
し｣

の
下
に

｢

及
び
効
力
の
停
止｣

を
加
え
、
同
ヌ
を
同
欄
ル
と
し
、
同
欄
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
同
欄
ト
中

｢

許
可｣
の
下

に

｢
(

第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同
ト
を
同

欄
チ
と
し
、
同
欄
ヘ
中｢

取
消
し｣

の
下
に｢

及
び
効
力
の
停
止｣

を
加
え
、
同
ヘ
を
同
欄
ト
と
し
、

同
欄
ホ
中

｢

取
消
し｣

の
下
に

｢

及
び
効
力
の
停
止｣

を
加
え
、
同
ホ
を
同
欄
ヘ
と
し
、
同
欄
ニ
中

｢

取
消
し｣

の
下
に

｢

及
び
効
力
の
停
止｣

を
加
え
、
同
ニ
を
同
欄
ホ
と
し
、
同
欄
ハ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ニ

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

第
百
十

五
条
の
十
で
準
用
す
る
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新
を
含
む
。)

に

関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
高
齢
福
祉
保
険
課
の
項
の
第
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取

消
し
及
び
効
力
の
停
止
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ

第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
報
告
等

の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

タ

第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
及
び
効
力
の
停

止
に
関
す
る
こ
と
。

レ

第
百
十
五
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
調
査
機
関
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

ソ

第
百
十
五
条
の
三
十
五
の
規
定
に
よ
る
調
査
事
務
の
休
止
及
び
廃
止
の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ツ

第
百
十
五
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
指
定
に
関
す

る
こ
と
。

ネ

第
百
十
五
条
の
三
十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
五
条
の
三
十
五
の
規
定
に
よ

る
情
報
公
表
事
務
の
休
止
及
び
廃
止
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
高
齢
福
祉
保
険
課
の
項
の
第
二
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

チ

第
百
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
報

告
等
の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と

(

大
型
法
人
等
設
置
施
設
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

。

別
表
第
一
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ヘ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヘ

第
二
十
一
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
療
育
機
関
へ
の
給
付
の
事
務
の
委
託
に
関

す
る
こ
と
。

別
表
第
一
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ト
中

｢

第
二
十
一
条
の
三
第

四
項

(

第
二
十
一
条
の
九
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
九

の
四
第
四
項｣

に
改
め
、
同
欄
チ
中

｢

第
二
十
一
条
の
四
第
二
項

(

第
二
十
一
条
の
九
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
九
の
五
第
二
項｣

に
、

｢

指
定
育
成
医
療

機
関｣

を

｢

指
定
療
育
機
関｣

に
改
め
、
同
欄
中
リ
を
削
り
、
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
を
ヌ
と
し
、
ヲ
を

ル
と
し
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
中

｢

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

(

第
二
十
一
条
の
九
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
一
項｣

に
改
め
、
同
欄

ヘ
中｢

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項(

第
二
十
一
条
の
九
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
九
の
五
第
一
項｣

に
、

｢

指
定
育
成
医
療
機
関｣

を

｢

指
定
療
育
機
関｣

に
改

め
、
同
項
の
第
九
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ハ
中

｢

第
二
十
条
第
六
項｣

を

｢

第
二
十
条
第
七
項｣

に
、

｢

第
二
十
一
条
の
三
第
四
項｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
四
項｣

に
、

｢

委
託｣

を

｢

支
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る
規
格
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
三
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
る

商
品
の
類
型
又
は
配

合
率
基
準
の
決
定
に

関
す
る
こ
と
。



( )

払
の
事
務
の
委
託｣

に
改
め
、
同
欄
ニ
中

｢

第
二
十
条
第
六
項｣

を

｢

第
二
十
条
第
七
項｣

に
、

｢
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項｣

を｢

第
二
十
一
条
の
九
の
五
第
二
項｣

に
、｢

指
定
育
成
医
療
機
関｣

を
｢

指
定
療
育
機
関｣

に
改
め
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
二
十
条
第
六
項｣

を

｢

第

二
十
条
第
七
項｣

に
、

｢

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
一
項｣

に
改

め
、
同
欄
ロ
中｢

第
二
十
条
第
六
項｣

を｢

第
二
十
条
第
七
項｣

に
、｢

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
九
の
五
第
一
項｣

に
、

｢

指
定
育
成
医
療
機
関｣

を

｢

指
定
療
育
機
関｣

に
改

め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
一
障
害
福
祉
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
の
第
五

号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ハ
中

｢

及
び
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項｣

を
削
り
、

｢

事
務｣

を

｢

支
払

の
事
務｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
六
号
と
し
、
同
項
の
第
四
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を
削

り
、
同
欄
ロ
中

｢

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
等｣

を

｢

障
害
児
相
談
支
援
事
業
等｣

に
改
め
、
同
ロ

を
同
欄
イ
と
し
、
同
号
を
同
項
の
第
五
号
と
し
、
同
項
の
第
三
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
中
イ
を

削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、

同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
欄
ハ
中

｢

知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支

援
事
業
等｣

を

｢

知
的
障
害
者
相
談
支
援
事
業｣

に
改
め
、
同
ハ
を
同
欄
ロ
と
し
、
同
号
を
同
項
の

第
四
号
と
し
、
同
項
の
第
二
号
を
同
項
の
第
三
号
と
し
、
同
項
の
第
一
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄

中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ニ
を
削
り
、
同
欄
ホ
中

｢

第
三
十
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
七
条｣

に
改
め
、
同
ホ
を
同
欄
ニ
と
し
、
同
号
の
課
長
専
決

事
項
の
欄
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
欄
ニ
中

｢

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事

業
等｣

を

｢

身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等｣

に
改
め
、
同
ニ
を
同
欄
ロ
と
し
、
同
号
を
同
項
の
第

二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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十
三

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と

(

育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

第
六
十
六
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
自
立
支
援
医
療
機

関
に
対
す
る
支
払
の

差
止
め
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
等
の
命
令
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
官
公
署
に
対
す
る

資
料
の
提
供
等
の
要
求

に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
七
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
自
立
支

援
医
療
費
等
の
額
の
決

定
に
関
す
る
こ
と
。

一

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
五
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
の
指
定
の
取

消
し
及
び
効
力
の
停

止
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
六
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
自
立
支
援
医
療
機

関
の
指
定
の
取
消
し

及
び
効
力
の
停
止
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
八
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
事

業
の
制
限
及
び
停
止

の
命
令
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

第
八
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
事

業
の
停
止
及
び
廃
止

の
命
令
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
指
定

(

第
四
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
の
更
新
を
含
む
。)

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
自
立
支
援
医
療
機

関
の
指
定

(

第
六
十

条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
更
新
を

含
む
。)

に
関
す
る

こ
と
。

ハ

第
六
十
六
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
指

定
自
立
支
援
医
療
機

関
に
対
す
る
支
払
の

差
止
め
に
関
す
る
こ

と

(

育
成
医
療
に
係

る
も
の
を
除
く
。)

。

ニ

第
七
十
三
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
社

イ

第
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
等
の
命
令
に
関

す
る
こ
と

(

育
成
医
療

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

ロ

第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
官
公
署
に
対
す
る

資
料
の
提
供
等
の
要
求

に
関
す
る
こ
と

(

育
成

医
療
に
係
る
も
の
を
除

く
。)

。

ハ

第
四
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
等
か
ら
の
報
告
等
の

徴
収
及
び
出
頭
の
要
求

に
関
す
る
こ
と

(

大
型

法
人
等
設
置
施
設
の
設

置
者
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

。

ニ

第
六
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
自

立
支
援
医
療
機
関
の
開

設
者
等
か
ら
の
報
告
等

の
徴
収
及
び
出
頭
の
要



( )

別
表
第
一
工
業
振
興
課
の
項
中
第
三
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。
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会
保
険
診
療
報
酬
支

払
基
金
等
へ
の
支
払

の
事
務
の
委
託
に
関

す
る
こ
と
。

求
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
七
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
自
立
支

援
医
療
費
等
の
額
の
決

定
に
関
す
る
こ
と

(

育

成
医
療
に
係
る
も
の
を

除
く
。)

。

ヘ

第
八
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
等

の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

三

高
圧
ガ
ス
保
安
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
九
条
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
十
条
の
規
定

に
よ
る
製
造
保
安
責

任
者
等
の
免
状
の
返

納
の
命
令
に
関
す
る

こ
と
。

ハ

第
三
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
保
安
統
括

者
等
の
解
任
の
命
令

に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
三
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
許
可
の
取

消
し
等
に
関
す
る
こ

と
。

ホ

第
五
十
二
条
第
四

イ

第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
製
造
の
許
可

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
製
造
施
設

等
の
変
更
の
許
可
に
関

す
る
こ
と
。

ハ

第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
貯
蔵
所
の

設
置
の
許
可
に
関
す
る

こ
と
。

ニ

第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
貯
蔵
所
の

変
更
の
許
可
に
関
す
る

こ
と
。

ホ

第
二
十
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
よ

項
の
規
定
に
よ
る
検

任
主
任
者
の
解
任
の

命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
五
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
取

消
し
等
に
関
す
る
こ

と
。

る
完
成
検
査
に
関
す
る

こ
と
。

ヘ

第
二
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
高
圧
ガ

ス
等
の
輸
入
検
査
に
関

す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
危
害
予

防
規
程
の
変
更
の
命
令

に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
三
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
保
安
検

査
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
緊
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
四
十
四
条
第
一
項

及
び
第
四
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
容
器

の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ル

第
四
十
八
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
に

関
す
る
こ
と
。

ヲ

第
四
十
九
条
の
二
第

一
項
及
び
第
四
十
九
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
容
器
の
附
属
品
の

検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
五
十
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
容
器
検
査

所
の
登
録
及
び
更
新
並

び
に
同
条
第
四
項
の
規
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定
に
よ
る
容
器
の
種
類

の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

カ

第
五
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
く
ず
化

そ
の
他
の
処
分
に
関
す

る
こ
と
。

ヨ

第
六
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
の

徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

タ

第
六
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
の

命
令
に
関
す
る
こ
と
。

レ

第
六
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
現
状
変
更
の
指

示
に
関
す
る
こ
と
。

四

火
薬
類
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
八
条
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
十
一
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
免

状
の
返
納
の
命
令
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
製
造
保
安

責
任
者
等
の
解
任
の

命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
四
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
許
可
の
取

消
し
等
に
関
す
る
こ

イ

第
三
条
の
規
定
に
よ

る
製
造
の
許
可
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

第
五
条
の
規
定
に
よ

る
販
売
営
業
の
許
可
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
製
造
施
設
等

の
変
更
の
許
可
に
関
す

る
こ
と
。

ニ

第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
火
薬
庫
の

設
置
等
の
許
可
に
関
す

る
こ
と
。

と
。

ホ

第
四
十
五
条
の
三

十
一

(

第
四
十
五
条

の
三
十
八
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

の
規

定
に
よ
る
解
任
の
命

令
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
四
十
五
条
の
三

十
四

(

第
四
十
五
条

の
三
十
八
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

の
規

定
に
よ
る
指
定
の
取

消
し
等
に
関
す
る
こ

と
。

ホ

第
十
三
条
の
規
定
に

よ
る
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ヘ

第
十
五
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
完
成
検
査
に
関
す
る

こ
と
。

ト

第
十
五
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

指
定
完
成
検
査
機
関
の

指
定
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
譲
渡
及
び

譲
受
の
許
可
並
び
に
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
当
該
許
可
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
二
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
消
費
の

許
可
及
び
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
当
該
許

可
の
取
消
し
に
関
す
る

こ
と
。

ル

第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
廃
棄
の

許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
危
害
予

防
規
程
の
認
可
に
関
す
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る
こ
と
。

ワ

第
二
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
危
害
予

防
規
程
の
変
更
の
命
令

に
関
す
る
こ
と
。

カ

第
二
十
九
条
第
一
項

(

同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
る

認
可
及
び
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
に

関
す
る
こ
と
。

ヨ

第
三
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
保
安
検

査
に
関
す
る
こ
と
。

タ

第
三
十
五
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る

指
定
保
安
検
査
機
関
の

指
定
に
関
す
る
こ
と
。

レ

第
三
十
五
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
自

主
検
査
の
立
会
い
に
関

す
る
こ
と
。

ソ

第
三
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
安
定
度

試
験
の
実
施
命
令
に
関

す
る
こ
と
。

ツ

第
四
十
二
条
及
び
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

に
関
す
る
こ
と
。

ネ

第
四
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
立
入
検

査
等
に
関
す
る
こ
と
。

ナ

第
四
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
緊
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

ラ

第
四
十
五
条
の
二
十

九
第
一
項

(

第
四
十
五

条
の
三
十
八
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
る
業
務
規
程
の
認
可

に
関
す
る
こ
と
。

ム

第
四
十
五
条
の
二
十

九
第
三
項

(

第
四
十
五

条
の
三
十
八
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
る
業
務
規
程
の
変
更

の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ウ

第
四
十
五
条
の
三
十

三

(

第
四
十
五
条
の
三

十
八
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

の
規
定
に
よ
る

適
合
命
令
に
関
す
る
こ

と
。

ヰ

第
四
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
現
状
変
更
の
指

示
に
関
す
る
こ
と
。

ノ

第
五
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
の

聴
取
に
関
す
る
こ
と
。
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五

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号)

の
施

行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
五
条
の
表
に
規

定
す
る
安
全
な
場
所
の

指
示
に
関
す
る
こ
と
。

六

武
器
等
製
造
法

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
二
十
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
条

第
一
項
及
び
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
並
び
に
第

六
条
及
び
第
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
許
可

の
取
消
し
等
に
関
す

る
こ
と
。

イ

第
十
七
条
第
一
項
及

び
第
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
製
造
の
許
可
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
販
売
の
事

業
の
許
可
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
二
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
報
告
の
徴
収
に

関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
立
入
検

査
等
に
関
す
る
こ
と
。

七

電
気
工
事
士
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
四
条
第
四
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
る

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
四
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
免
状
の

返
納
の
命
令
に
関
す

る
こ
と
。

八

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十

二
年
法
律
第
百
四
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
業
務
主
任

者
等
の
解
任
の
命
令

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
取

消
し
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
取

消
し
等
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

第
三
十
五
条
の
三

の
規
定
に
よ
る
保
安

機
関
の
認
定
の
取
消

し
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
三
十
五
条
の
十

の
規
定
に
よ
る
液
化

石
油
ガ
ス
販
売
事
業

者
の
認
定
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
三
十
七
条
の
七

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
の
取
消
し
等

に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
三
十
八
条
の
四

第
四
項
の
規
定
に
よ

る
返
納
の
命
令
に
関

す
る
こ
と
。

イ

第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
の
登
録

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
保
安
業

務
の
実
施
の
認
定
に
関

す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
一
般
消

費
者
等
の
数
の
増
加
の

認
可
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
三
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
保
安
業

務
規
程
の
認
可
に
関
す

る
こ
と
。

ホ

第
三
十
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
保

安
の
確
保
の
方
法
等
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
貯
蔵
施

設
等
の
設
置
の
許
可
に

関
す
る
こ
と
。

ト

第
三
十
七
条
の
二
第

一
項

(

第
三
十
七
条
の

四
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
変
更
の

許
可
に
関
す
る
こ
と
。



( )

別
表
第
一
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
の
項
を
削
り
、
同
表
労
政
・
能
力
開
発
課
の
項
の
第
六
号
中

｢

青

森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則｣

を

｢

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則｣

に
改
め
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
十
七

条｣

を｢

第
二
十
二
条｣

に
改
め
、
同
表
観
光
推
進
課
の
項
中｢観

光
推
進
課
｣

を｢観
光
企
画
課
｣

に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を

削
り
、
同
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
国
際
課
の
項
を
削
り
、
同
表
県
立
美
術
館
開
館
準
備
局
の
項
中

｢県
立
美
術
館
開
館
準

備
局
｣

を

｢県
立
美
術
館
開
館
準
備
室
｣

に
改
め
、
同
表
団
体
経
営
改
善
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長

専
決
事
項
の
欄
中
ヲ
を
ツ
と
し
、
ル
を
ソ
と
し
、
ヌ
を
レ
と
し
、
リ
を
タ
と
し
、
チ
を
ヨ
と
し
、
同

ヨ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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チ

第
三
十
七
条
の
三
第

一
項

(

第
三
十
七
条
の

四
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
検
査
に

関
す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
七
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
充

て
ん
設
備
の
許
可
に
関

す
る
こ
と
。

ヌ

第
三
十
七
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
保

安
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ル

第
三
十
八
条
の
四
第

二
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
認
定
に
関
す
る
こ

と
。

ヲ

第
八
十
二
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

収
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
八
十
三
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
及
び

第
七
項
の
規
定
に
よ
る

立
入
検
査
等
に
関
す
る

こ
と
。

九

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
六

号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
登

録
の
取
消
し
等
に
関

す
る
こ
と
。

イ

第
三
条
第
一
項
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
る

登
録
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
苦
情
の
処

理
に
関
す
る
こ
と
。

十

鉱
業
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
百
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
土
地

使
用
等
に
係
る
許
可

の
協
議
に
関
す
る
こ

と
。

イ

第
二
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
鉱
業
権
の
設
定

出
願
の
協
議
に
関
す
る

こ
と
。

一

通
訳
案
内
士
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と
。

新 幹 線 交 流 推 進 課

イ

第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
通

訳
案
内
士
に
対
す
る

懲
戒
に
関
す
る
こ
と
。

イ

第
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
通
訳
案
内
士
の
登

録
に
関
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

観
光
宣
伝
に
関
す

る
こ
と
。



( )

ヌ

第
十
一
条
の
三
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
条
件
の
変
更
の
申
出
の
承
認
に
関
す
る

こ
と
。

ル

第
十
一
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
調
査
人
の
選
任
及
び
契
約
条
件
の
変
更

の
内
容
等
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

第
十
一
条
の
三
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
調
査
人
の
解
任
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
十
一
条
の
三
十
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
再
生
法

(

平
成
十
一
年
法
律
第
二

百
二
十
五
号)
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
調
査
人
の
報
酬
の
決
定
に
関
す
る

こ
と
。

カ

第
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
等
に
係
る
契
約
条
件
の
変
更
の
承
認
に

関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
団
体
経
営
改
善
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ト
を
リ
と
し
、
ヘ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

第
十
一
条
の
十
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
価
格
変
動
準
備
金
の
積
立
て
を
し
な

い
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
十
一
条
の
十
五
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
価
格
変
動
準
備
金
の
取
崩
し
の
認
可

に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
団
体
経
営
改
善
課
の
項
の
第
一
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
及
び
ハ
中｢

所
管
区
域
に｣

の
下
に

｢

わ
た
り
、
又
は
地
域
県
民
局
及
び
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に｣

を
加
え
、
同
項
の

第
十
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ニ
中

｢

所
管
区
域
に｣

の
下
に

｢

わ
た
り
、
又
は
地
域
県
民
局
及
び

農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に｣

を
加
え
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
及
び
ロ
中

｢

農
業
近

代
化
資
金
助
成
法｣

を

｢

農
業
近
代
化
資
金
融
通
法｣

に
改
め
、
同
欄
ハ
中

｢
漁
業
近
代
化
資
金
助

成
法｣

を

｢

漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法｣

に
改
め
、
同
欄
ニ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
の
第
十
一
号
と

し
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
の

第
六
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
及
び
ロ
中

｢

所
管
区
域
に｣

の
下
に

｢

わ
た
り
、
又
は
地
域
県
民

局
及
び
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
の
第
七
号
と
し
、
同
項
の
第
五

号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
及
び
ロ
中

｢

所
管
区
域
に｣

の
下
に

｢

わ
た
り
、
又
は
地
域
県
民
局
及

び
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
の
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を

第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

別
表
第
一
構
造
政
策
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ホ
を
チ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ホ

第
二
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
利
用
権
の
設
定
の
裁
定
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
特
定
利
用
権
に
係
る
賃
貸
借
の
解
除
の
承
認
に
関
す
る

こ
と
。

別
表
第
一
構
造
政
策
課
の
項
の
第
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
削
り
、
同
欄
チ

中

｢

第
十
五
条
の
十
五
第
一
項｣

を

｢

第
十
五
条
の
二
第
一
項｣

に
改
め
、
同
チ
を
同
欄
ホ
と
し
、

同
項
の
第
七
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
中

｢

第
二
十
四
条｣

を

｢

第
三
十
二
条｣

に
改
め
、
同
欄

ハ
中

｢

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
五
条｣

に
改
め
、
同
表

畜
産
課
の
項
の
第
八
号
中

｢

医
療
用
具｣

を

｢

医
療
機
器｣

に
改
め
、
同
表
林
政
課
の
項
の
第
一
号

の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

所
管
区
域
に｣

の
下
に

｢

わ
た
り
、
又
は
地
域
県
民
局
及
び
農
林
水

産
事
務
所
の
所
管
区
域
に｣

を
加
え
、
同
表
農
村
整
備
課
の
項
の
第
七
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ハ

を
削
り
、
同
表
水
産
振
興
課
の
項
の
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
中

｢

こ
と

(｣

の
下
に

｢

地

域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長
及
び｣

を
加
え
、
同
表
道
路
課
の

項
の
第
三
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
中

｢

第
四
十
八
条
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
四
十
八
条
の
五
第

一
項｣

に
改
め
、
同
欄
ヘ
を
同
欄
ト
と
し
、
同
ト
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

第
四
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
譲
受
け
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。
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二

農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則

(

平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号)

の
施

行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

二
以
上
の
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に
わ
た
り
、
又

は
地
域
県
民
局
及
び
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
区
域
を
地
区
と
す
る

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

第
百
六
十
九
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
る
業
務

報
告
書
の
提
出
の
延
期

の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
百
七
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧

の
開
始
の
延
期
の
承
認

に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
百
八
十
九
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
事
業

計
画
書
等
の
提
出
の
延

期
の
承
認
に
関
す
る
こ

と
。



( )

別
表
第
一
道
路
課
の
項
の
第
三
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ハ
中

｢

第
四
十
八
条
の
七
第
四
項｣

を

｢
第
四
十
八
条
の
十
三
第
四
項｣

に
改
め
、
同
欄
ホ
中

｢

第
四
十
八
条
の
六｣

を

｢

第
四
十
八
条
の

十
二｣
に
改
め
、
同
表
河
川
砂
防
課
の
項
の
第
三
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
十
条
の
二
第

一
項｣
を

｢

第
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
ロ
中

｢

第
十
条
の
三｣

を

｢

第
十
二
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
チ
中｢

第
二
十
五
条｣

を｢

第
三
十
二
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
チ
を
同
欄
リ
と
し
、

同
欄
ト
中

｢

第
十
三
条｣

を

｢

第
二
十
条｣

に
改
め
、
同
ト
を
同
欄
チ
と
し
、
同
欄
ヘ
中

｢

第
十
一

条｣

を

｢

第
十
八
条｣
に
改
め
、
同
ヘ
を
同
欄
ト
と
し
、
同
欄
ホ
を
削
り
、
同
欄
ニ
中

｢

第
十
条
の

六
第
一
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
ニ
を
同
欄
ヘ
と
し
、
同
欄
ハ
中

｢

第
十
条
の
四

第
一
項｣

を

｢

第
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
ハ
を
同
欄
ホ
と
し
、
同
ホ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。ハ

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒
水
位
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
警
戒
水
位
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
都
市
計
画
課
の
項
の
第
三
号
中

｢
準
備
局
長
及
び
局
長
補
佐｣

を

｢

準
備
室
長
及
び
室

長
補
佐｣

に
改
め
、
同
項
の
第
四
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
ハ
を
イ
と
し
、

ニ
を
削
り
、
ホ
を
ロ
と
し
、
ヘ
を
ハ
と
し
、
ト
を
ニ
と
し
、
チ
を
ホ
と
し
、
リ
か
ら
ル
ま
で
を
削
り
、

同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
都
市
計
画
課
の
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号

を
第
七
号
と
し
、
同
表
建
築
住
宅
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
チ
中

｢

第
七
項｣

を

｢

第
八
項｣

に
改
め
、
同
欄
ヨ
中

｢

同
条
第
四
項｣

を

｢

同
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
欄
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ネ

第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
全
体
計
画
の
認
定
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
全
体
計
画
の
変
更
の
認
定
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消

し
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
建
築
住
宅
課
の
項
の
第
一
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
十
二
条
第
四
項｣

を

｢

第
十
二
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
欄
ハ
中

｢

第
五
十
二
条
第
九
項
、
第
十
項
及
び
第
十
三
項｣

を

｢

第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
四
項｣

に
、

｢

第
五
十
七
条
の
二
第
三
項｣

を

｢

第

五
十
七
条
の
五
第
三
項｣

に
改
め
、

｢

第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書｣

の
下
に

｢

、
第
五
十

七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書｣

を
加
え
、
同
項
の
第
四
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
五
条
第

一
項｣

を

｢

第
八
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
ロ
中

｢

第
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
九
条
第
一
項｣

に

改
め
、
同
欄
ハ
中

｢

第
九
条｣

を

｢

第
十
二
条｣

に
改
め
、
同
項
の
第
十
四
号
の
部
長
専
決
事
項
の

欄
イ
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ハ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ｣

に
改
め
、
同

号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四

項
第
十
三
号
ハ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四

号
ハ｣

に
改
め
、
同
欄
ロ
中

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項

第
十
四
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号

ニ｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
各
出
先
機
関
共
通

(

別
表
第
二
の

｣

二
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

の
項
中

｢

各
出
先
機
関
共
通｣

を

｢

出
先
機
関
の
長

(

地
域
県
民
局
長
を
除
く
。)

及
び
地
域
県
民
局
の
部
長
共
通｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
財
務
規
則

別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
所
で
あ
る
出
先
機
関

(

別
表
第
二
の
二
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除

く
。)

の
項
中

｢

出
先
機
関｣

を

｢

出
先
機
関
の
長

(

地
域
県
民
局
長
を
除
く
。)

及
び
地
域
県
民

局
の
部
長｣

に
改
め
、
同
表
事
務
委
任
規
則
第
二
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
し
た

出
先
機
関
の
項
中

｢

出
先
機
関｣

を

｢

出
先
機
関
の
長

(

当
該
出
先
機
関
が
地
域
県
民
局
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
室
長)

｣

に
改
め
、
同
表
給
料
表
の
適
用
範
囲

(

昭
和

三
十
二
年
十
一
月
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
八)

第
六
条
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
試
験

研
究
機
関
等
で
あ
る
出
先
機
関
の
項
中

｢

出
先
機
関｣

を

｢

出
先
機
関
の
長｣

に
改
め
、
同
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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五

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例

(

昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号)

の

施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
屋

外
広
告
業
の
登
録
の

取
消
し
等
に
関
す
る

こ
と
。

イ

第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
屋
外
広

告
業
の
登
録

(
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
更

新
の
登
録
を
含
む
。)

に
関
す
る
こ
と
。

出

先

機

関

出
先
機
関
の
長
及
び
地
域
県
民
局
の
部
長



( )

別
表
第
二
青
森
県
鉄
道
管
理
事
務
所
の
項
中

｢

青
森
県
鉄
道
管
理
事
務
所｣

を

｢

青
森
県
鉄
道
管

理
事
務
所
長｣

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
女
性
相
談
所
の
項
中

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
農
林

｣
｣

水
産
事
務
所
の
項
中

｢

を

｣
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地
域
県
民
局
長

一

地
域
県
民
局
長
の
旅
行
命
令
及
び
旅
行
復
命
の
受
理
に
関
す
る
こ
と

(

外
国
旅
行
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

二

地
域
県
民
局
長
の
週
休
日
の
振
替
等
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
休
日

の
代
休
日
の
指
定
並
び
に
休
暇

(

病
気
休
暇
を
除
く
。)

の
承
認
等
に

関
す
る
こ
と
。

三

地
域
県
民
局
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
第
二
条
第
三
号
か

ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号

(

家
族
の
看
護
に
係
る
職
務
に
専
念
す
る

義
務
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。)

に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
承

認
に
関
す
る
こ
と
。

四

法
令
に
基
づ
き
地
域
県
民
局
長
を
し
て
調
査
、
立
入
検
査
、
監
視
、

質
問
、
指
導
、
要
求
等

(

本
庁
で
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

を
行
わ

せ
る
こ
と
。

五

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
県

民
局
長
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
場
合
の
認
定
に
関

す
る
こ
と
。

六

地
域
県
民
局
長
に
係
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
実
績
簿
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

七

扶
養
手
当
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
県
民
局
長
の
扶
養
親
族
の
届

出
に
係
る
事
実
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
認
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

八

通
勤
手
当
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
県
民
局
長
の
通
勤
の
届
出
に

係
る
事
実
の
確
認
及
び
通
勤
手
当
の
月
額
の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
第

二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

九

地
域
県
民
局
長
に
係
る
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
三
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
旅
費
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十

住
居
手
当
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
県
民
局
長
の
住
居
の
届
出
に

係
る
事
実
の
確
認
及
び
住
居
手
当
の
月
額
の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
第

九
条
の
規
定
に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

児
童
手
当
法
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
で
、
地
域
県
民

局
長
に
係
る
も
の

イ

第
十
七
条
第
一
項

(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び

第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
児
童
手
当
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
手

当
の
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
七
条
第
一
項

(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び

第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
児
童
手
当
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
不
正

利
得
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
六
条
第
二
項

(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及

び
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
届
出
等
の
受
理
に
関
す
る
こ

と
。

ニ

第
二
十
七
条
第
一
項

(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及

び
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
る
書
類
の
提
出
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
八
条

(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
書

類
の
閲
覧
、
資
料
の
提
供
及
び
報
告
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

地
域
県
民
局
長
に
係
る
青
森
県
財
務
規
則
第
三
百
三
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
前
渡
資
金
精
算
書
等
の
受
理
及
び
そ
の
内
容
の
調
査
に
関
す

る
こ
と

(

報
酬
、
給
料
、
職
員
手
当
等
及
び
賃
金
の
前
渡
で
電
子
計
算

組
織
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

十
三

単
身
赴
任
手
当
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
県
民
局
長
の
単
身
赴

任
の
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
及
び
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
の
決
定
又

は
改
定
並
び
に
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

女

性

相

談

所

地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
所
長

女

性

相

談

所

長

農

林

水

産

事

務

所



( )
｢

に
改
め
、
同
項
の
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
中

｢

所
管

｣

区
域
に｣
の
下
に｢

わ
た
り
、
又
は
地
域
県
民
局
及
び
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に｣

を
加
え
、

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

用
途
の
廃
止
を
し
た
県
有
土
地
改
良
財
産
等
の
譲
与
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中

｢

県
土
整
備
事
務
所｣

を

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
二
の
二
中

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

青
森
県
消
防
学
校
副
校
長｣

を

｢

青
森
県
消
防
学
校
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長｣

に
、

｢

青
森
県
消
防
学
校
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長｣

を｢

青
森
県
消
防
学
校
の
庶
務
担
当
責
任
者｣

に
改
め
、

｢

｣

を
削
り
、｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
学
園
次
長｣

を｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長｣

に
、

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
学
園
の｣

を

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の｣

に
、

｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
園
次
長｣

を

｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長｣

に
、

｢

青

森
県
立
さ
わ
ら
び
園
の｣

を

｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の｣

に
、

｢

｣

を｢
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地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
長

農
林
水
産
事
務
所
の
所
長

地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
長

県
土
整
備
事
務
所
の
所
長

青
森
県
自
治
研
修

所
の
庶
務
担
当
の

内
部
組
織
の
長

青
森
県
東
京
事
務

所
次
長

青
森
県
自
治
研
修

所
の
庶
務
担
当
責

任
者

青
森
県
東
京
事
務

所
の
庶
務
担
当
の

内
部
組
織
の
長

地
域
県
民
局
の
地

域
整
備
部
の
庶
務

担
当
の
内
部
組
織

の
長

地
域
県
民
局
の
地

域
農
林
水
産
部
の

庶
務
担
当
の
内
部

組
織
の
長

地
域
県
民
局
の
県

税
部
の
庶
務
担
当

の
内
部
組
織
の
長

地
域
県
民
局
の
地

域
整
備
部
の
庶
務

担
当
責
任
者

地
域
県
民
局
の
地

域
農
林
水
産
部
の

庶
務
担
当
責
任
者

地
域
県
民
局
の
県

税
部
の
庶
務
担
当

責
任
者

青
森
県
東
京
事
務

所
次
長

青
森
県
東
京
事
務

所
の
庶
務
担
当
の

内
部
組
織
の
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
総
務
企
画
室

長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
庶
務
担
当
責

任
者

青
森
空
港
管
理
事

務
所
次
長

青
森
空
港
管
理
事

務
所
の
庶
務
担
当

の
内
部
組
織
の
長

健
康
福
祉
こ
ど
も

セ
ン
タ
ー
の
総
務

企
画
室
長

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
の

総
務
企
画
室
長

青
森
空
港
管
理
事

務
所
次
長

健
康
福
祉
こ
ど
も

セ
ン
タ
ー
の
庶
務

担
当
責
任
者

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
の

庶
務
担
当
責
任
者

青
森
空
港
管
理
事

務
所
の
庶
務
担
当

の
内
部
組
織
の
長

一

扶
養
手
当
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
扶

養
親
族
の
届
出
に
係
る
事
実
及
び
扶
養
手
当
の

月
額
の
認
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
事

後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

二

通
勤
手
当
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
通

勤
の
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
及
び
通
勤
手
当

の
月
額
の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
第
二
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。



( )

｣

に
改
め
、

｢
(

西
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
福
祉
部
の
鰺
ケ
沢
町
駐
在
の
次
長
を
除

く
。)

｣

、

｢
(

西
北
地
方
福
祉
事
務
所
鰺
ケ
沢
支
所
の
担
当
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

｣

及

び｢
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三

住
居
手
当
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
住

居
の
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
及
び
住
居
手
当

の
月
額
の
決
定
又
は
改
定
並
び
に
第
九
条
の
規

定
に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

四

児
童
手
当
法
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
務
で
、
職
員
に
係
る
も
の

イ

第
十
七
条
第
一
項(

附
則
第
六
条
第
二
項
、

第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
児
童
手
当
法
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
児
童
手
当
の
受
給
資
格
及
び

額
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
七
条
第
一
項(

附
則
第
六
条
第
二
項
、

第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

つ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
児
童
手
当
法
第
十
四

条
の
規
定
に
よ
る
不
正
利
得
の
徴
収
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

第
二
十
六
条
第
二
項

(
附
則
第
六
条
第
二

項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定

に
よ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
の
届

出
等
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
七
条
第
一
項

(

附
則
第
六
条
第
二

項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

に
よ
る
書
類
の
提
出
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
八
条

(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第

七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る

書
類
の
閲
覧
、
資
料
の
提
供
及
び
報
告
の
要

求
に
関
す
る
こ
と
。

五

単
身
赴
任
手
当
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
職
員

の
単
身
赴
任
の
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
及
び

単
身
赴
任
手
当
の
月
額
の
決
定
又
は
改
定
並
び

に
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
後
の
確
認
に
関
す

る
こ
と
。

西
北
地
方
健
康
福

祉
こ
ど
も
セ
ン
タ

ー
福
祉
部
の
鰺
ケ

沢
町
駐
在
の
次
長

あ
ら
か
じ
め
健
康

福
祉
部
長
の
承
認

を
得
て
西
北
地
方

健
康
福
祉
こ
ど
も

セ
ン
タ
ー
所
長
が

指
定
す
る
職
員

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る

こ
と

(

西
北
地
方
福
祉
事
務
所
鰺
ケ
沢
支
所
の

担
当
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

二

児
童
扶
養
手
当
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ

と

(

西
北
地
方
福
祉
事
務
所
鰺
ケ
沢
支
所
の
担

当
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
支

給
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
受
給
資
格

及
び
手
当
の
額
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
額
の
改
定

に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
金

の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
正

利
得
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
の
受

理
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す

る
こ
と
。

チ

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
官
公
署
に
対
す

る
書
類
の
閲
覧
及
び
資
料
の
提
供
並
び
に
銀



( )

｣

を
削
り
、
同
表
の
備
考
中

｢

出
先
機
関｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
を
除
く
。)

並
び
に
地
域
県
民

局
の
県
税
部
、
地
域
健
康
福
祉
部
、
地
域
農
林
水
産
部
及
び
地
域
整
備
部｣

を
加
え
、

｢

、
総
括
主

査｣

を
削
る
。

別
表
第
三
中

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
支
所
長
共
通
の
項
中

｢

支
所
長
共
通｣

を

｣
｣

｢

｣

に
改
め
、
同
項
の
第
一
号
中

｢

所
属
職
員

(

支
所
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を

｢

当
該
所
属
職
員
、
室
の
職
員
、
総
室
の
職
員
、
農
村
整
備
事
務
担
当
の
職
員
、
内
部
組
織
の
職

員
、
部
の
職
員
、
五
所
川
原
市
駐
在
の
農
村
整
備
事
務
以
外
の
事
務
担
当
の
職
員
、
五
所
川
原
市
駐

在
の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
職
員
、
つ
が
る
市
駐
在
の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
職
員
、
セ
ン
タ
ー

(

青
森
県
ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
つ
が
る
農
産

物
加
工
セ
ン
タ
ー)

の
職
員
又
は
局
の
職
員

(

当
該
支
所
長
、
室
長
、
総
室
長
、
次
長
、
内
部
組
織

の
長
、
部
長
、
所
長
又
は
局
長

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

支
所
長
等｣

と
い
う
。)

を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

所
属
職
員
等｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
、
同
項
の
第
二
号
及
び
第
三
号
中

｢
所
属
職
員｣

を｢

所
属
職
員
等｣

に
改
め
、
同
項
の
第
四
号
中｢

所
属
職
員｣

を｢

所
属
職
員
等｣

に
、｢
支
所
長｣

を｢

支
所
長
等｣

に
改
め
、
同
項
の
第
五
号
中｢

所
属
職
員｣

を｢

所
属
職
員
等｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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行
等
に
対
す
る
報
告
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

三

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

西
北
地
方
福

祉
事
務
所
鰺
ケ
沢
支
所
の
担
当
区
域
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

。

イ

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
受
給
資
格
及
び
手

当
の
額
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
扶
養

手
当
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
額
の

改
定
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
の
受

理
に
関
す
る
こ
と

(

特
別
児
童
扶
養
手
当
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

。

ニ

第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す

る
こ
と

(
特
別
児
童
扶
養
手
当
に
係
る
も
の

に
限
る
。)
。

ホ

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
官
公
署
に
対

す
る
書
類
の
閲
覧
及
び
資
料
の
提
供
並
び
に

銀
行
等
に
対
す
る
報
告
の
請
求
に
関
す
る
こ

と

(

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

。

四

青
森
県
愛
護
手
帳

(

療
育
手
帳)

の
交
付
に

関
す
る
こ
と

(

西
北
地
方
福
祉
事
務
所
鰺
ケ
沢

支
所
の
担
当
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

支
所
長

職

支
所
長

地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
総
務
企
画
室
長
、
保
健
総
室
長
、
福
祉
総
室
長
及
び
こ
ど

も
相
談
総
室
長

中
南
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長

三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長

東
京
事
務
所
の
東
京
都
中
央
区
駐
在
の
内
部
組
織
の
長

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
総
務
企
画
室
長
、
保
健
部
長
、
福
祉
部
長
及
び
こ
ど
も
相
談
部

長上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
次
長

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
藤
坂
稲
作
研
究
部
長
、
砂
丘
研
究
部
長
、
り
ん
ご
試
験
場

の
県
南
果
樹
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
、
畜
産
試
験
場
の
和
牛
改
良
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
和
牛

改
良
資
源
セ
ン
タ
ー
所
長
並
び
に
林
業
試
験
場
の
木
材
加
工
部
長

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
八
戸
漁
業
用
海
岸
局
長

青
森
県
ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
の
つ
が
る
農
産
物
加
工
セ

ン
タ
ー
所
長

地
域
農
林
水
産
部
長
等
指
定
駐

在
職
員

一

黒
石
市
駐
在
、
三
戸
町
駐
在
若
し
く
は
三
沢
市
駐
在

の
職
員
又
は
つ
が
る
市
駐
在
の
農
村
整
備
事
務
以
外
の

事
務
担
当
の
職
員

(

地
域
農
林
水
産
部
長
等
指
定
駐
在

職
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

駐
在
職
員｣



( )

別
表
第
三
農
林
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長
の
項
中

｢

農
林
水
産
事
務
所
の
水

産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長｣

を

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
四
の
二
中

｢

｣

を｢
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と
い
う
。)

の
旅
行
命
令
及
び
旅
行
復
命
の
受
理
に
関

す
る
こ
と

(

外
国
旅
行
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

二

駐
在
職
員
の
時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
の
命
令
に

関
す
る
こ
と
。

三

駐
在
職
員
の
週
休
日
の
振
替
等
、
勤
務
時
間
の
割
振

り
、
休
日
の
代
休
日
の
指
定
並
び
に
休
暇

(

病
気
休
暇

の
う
ち
結
核
性
疾
患
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

及
び
部

分
休
業

(

地
域
農
林
水
産
部
長
等
指
定
駐
在
職
員
の
部

分
休
業
を
除
く
。)

の
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

駐
在
職
員
に
係
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
実
績
簿
の
作
成
に

関
す
る
こ
と
。

地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
鰺
ケ
沢
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長

青
森
県
自
治
研
修

所
の
庶
務
担
当
の

内
部
組
織
の
長

青
森
県
東
京
事
務

所
次
長

青
森
県
自
治
研
修

所
の
庶
務
担
当
責

任
者

青
森
県
東
京
事
務

所
の
庶
務
担
当
の

内
部
組
織
の
長

地
域
県
民
局
の
地

域
連
携
室
長

あ
ら
か
じ
め
企
画

政
策
部
長
の
承
認

を
得
て
地
域
連
携

室
長
が
指
定
す
る

職
員

一

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ

る
事
務

(

人
事
課
給
与
事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
リ

ー
ダ
ー
並
び
に
地
域
県
民
局
の
県
税
部
次
長
、

地
域
健
康
福
祉
部
の
総
務
企
画
室
長
、
地
域
農

林
水
産
部
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長
及
び

中
南
地
域
県
民
局

及
び
三
八
地
域
県

民
局
の
地
域
農
林

水
産
部
長

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
長

地
域
県
民
局
の
県

税
部
長

当
該
事
務
を
担
当

す
る
地
域
農
林
水

産
部
次
長

(

当
該

事
務
を
担
当
す
る

地
域
農
林
水
産
部

次
長
が
不
在
の
と

き
は
他
の
地
域
農

林
水
産
部
次
長
、

地
域
農
林
水
産
部

次
長
二
人
が
と
も

に
不
在
の
と
き
は

あ
ら
か
じ
め
農
林

水
産
部
長
の
承
認

を
得
て
地
域
農
林

水
産
部
長
が
指
定

す
る
職
員)

当
該
事
務
を
担
当

す
る
地
域
健
康
福

祉
部
の
総
務
企
画

室
長
、
保
健
総
室

長
、
福
祉
総
室
長

又
は
こ
ど
も
相
談

総
室
長

地
域
県
民
局
の
県

税
部
次
長

(

県
税

部
次
長
が
不
在
の

と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
総
務
部
長
の

承
認
を
得
て
県
税

部
長
が
指
定
す
る

職
員)

地
域
整
備
部
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長

(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

県
税
部
次
長
等｣

と
い
う
。)

が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

二

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ

る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ

る
事
務

(

県
税
部
次
長
等
が
処
理
す
る
も
の
を

除
く
。)

四

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
七
号
に
掲
げ

る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
八
号
に
掲
げ

る
事
務

六

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
十
号
に
掲
げ

る
事
務



( )

｣

に
、

｢

青
森
県
消
防
学
校
副
校
長｣

を

｢

青
森
県
消
防
学
校
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長｣

に
、

｢

青
森
県
消
防
学
校
の
庶
務
担
当
の
内
部
組
織
の
長｣

を｢

青
森
県
消
防
学
校
の
庶
務
担
当
責
任
者｣

に
、｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
学
園
次
長｣

を｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長｣

に
、

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
学
園
の｣

を

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の｣

に
、

｢

青
森

県
立
さ
わ
ら
び
園
次
長｣

を

｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
次
長｣

に
、

｢

青
森
県
立

さ
わ
ら
び
園
の｣

を

｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の｣

に
、

｢

振
替
命
令
及
び
返
納

通
知
に
関
す
る
こ
と

(

研
究
セ
ン
タ
ー
の
試
験
場
等
の
長
が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

。｣

を

｢

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

(

研
究
セ
ン
タ
ー
の
試
験
場
等
の
長
が
処
理

す
る
も
の
を
除
く
。)

｣

に
、

｢

有
価
証
券

(

公
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
を
除
く
。)

の
出
納
通

知
に
関
す
る
こ
と

(
研
究
セ
ン
タ
ー
の
試
験
場
等
の
長
が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

。｣

を

｢

事

務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

(

研
究
セ
ン
タ
ー
の
試
験
場
等
の
長
が
処
理
す
る

も
の
を
除
く
。)

｣

に
、

｢
歳
入
歳
出
外
現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ
と

(

研
究
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中
南
地
域
県
民
局

地
域
整
備
部
長

三
八
地
域
県
民
局

及
び
下
北
地
域
県

民
局
の
地
域
整
備

部
長

下
北
地
域
県
民
局

地
域
農
林
水
産
部

長

当
該
事
務
を
担
当

す
る
地
域
整
備
部

次
長

(

当
該
事
務

を
担
当
す
る
地
域

整
備
部
次
長
が
不

在
の
と
き
は
他
の

地
域
整
備
部
次
長
、

地
域
整
備
部
次
長

二
人
が
と
も
に
不

在
の
と
き
は
あ
ら

か
じ
め
県
土
整
備

部
長
の
承
認
を
得

て
地
域
整
備
部
長

が
指
定
す
る
職
員)

地
域
整
備
部
次
長

(

地
域
整
備
部
次

長
が
不
在
の
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め

県
土
整
備
部
長
の

承
認
を
得
て
地
域

整
備
部
長
が
指
定

す
る
職
員)

地
域
農
林
水
産
部

次
長

(

地
域
農
林

水
産
部
次
長
が
不

在
の
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
農
林
水

産
部
長
の
承
認
を

得
て
地
域
農
林
水

産
部
長
が
指
定
す

る
職
員)

青
森
県
東
京
事
務

所
次
長

地
域
県
民
局
の
地

域
整
備
部
の
庶
務

担
当
の
内
部
組
織

の
長

地
域
県
民
局
の
地

域
農
林
水
産
部
の

庶
務
担
当
の
内
部

組
織
の
長

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
の

総
務
企
画
室
長

地
域
県
民
局
の
県

税
部
次
長

青
森
県
東
京
事
務

所
の
庶
務
担
当
の

内
部
組
織
の
長

地
域
県
民
局
の
地

域
整
備
部
の
庶
務

担
当
責
任
者

地
域
県
民
局
の
地

域
農
林
水
産
部
の

庶
務
担
当
責
任
者

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
の

庶
務
担
当
責
任
者

地
域
県
民
局
の
県

税
部
の
庶
務
担
当

の
内
部
組
織
の
長



( )

セ
ン
タ
ー
の
試
験
場
等
の
長
が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

。｣

を

｢

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条

第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

(

研
究
セ
ン
タ
ー
の
試
験
場
等
の
長
が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

｣

に
、

｢
物
品
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と

(

研
究
セ
ン
タ
ー
の
試
験
場
等
の
長
が
処
理
す
る
も
の
を

除
く
。)
。｣

を

｢

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

(

研
究
セ
ン
タ
ー
の
試
験

場
等
の
長
が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

｣

に
、

｢

税
外
諸
収
入
金
の
徴
収
及
び
債
権
の
管
理

(

地

方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
及
び
応
訴
に
係
る
も
の
を

除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。｣

を

｢

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務｣

に
、

｢

振
替
命
令
及
び
返
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。｣

を

｢

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ

る
事
務｣

に
、

｢

有
価
証
券

(
公
有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
を
除
く
。)

の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ

と
。｣

を

｢

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務｣

に
、

｢

歳
入
歳
出
外
現
金
及
び

有
価
証
券
の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。｣

を

｢

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事

務｣

に
、

｢

物
品
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。｣

を

｢

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
九
号

に
掲
げ
る
事
務｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
中

｢
出
先
機
関｣

の
下
に

｢
(

地
域
県
民
局
を
除
く
。)

並
び
に
地
域
県
民
局
の
県
税
部
、
地
域
健
康
福
祉
部
、
地
域
農
林
水
産
部
及
び
地
域
整
備
部｣

を
加

え
、

｢

、
総
括
主
査｣

を
削
る
。

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五

(

第
五
条
関
係)
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職

専

決

事

項

地
域
県
民
局
の
県

税
部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
五
号
イ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
六
号
イ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
六
号
の
二
ホ
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
八
号
ホ
に
掲
げ
る
事
務

六

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
九
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
務

七

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
二
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る

事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
二
号
の
三
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る

事
務

九

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
四
号
ホ
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
イ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

十
一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
八
号
ル

(

改
善
命
令
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
事
務

十
二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
二
十
三
号
ホ
及
び
チ
に
掲
げ
る

事
務

十
三

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
号
ロ
に
掲
げ
る
事
務

十
四

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
三
号
ハ
、
ホ

(

生
活
保
護

法
第
二
十
八
条
第
四
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
タ
及
び
レ
に
掲

げ
る
事
務

地
域
県
民
局
の
地

域
農
林
水
産
部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

六

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務

七

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

九

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
事

務
十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
の
三
に
掲
げ
る
事

務
十
三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

十
四

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

十
五

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

十
六

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務

十
七

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

十
八

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る

事
務
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十
九

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
三
に
掲
げ
る

事
務

二
十

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
四
に
掲
げ
る

事
務

二
十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
六
に
掲
げ

る
事
務

二
十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
七
に
掲
げ

る
事
務

二
十
三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事

務
二
十
四

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
事

務
二
十
五

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
並
び
に
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水

産
部
の
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
の
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長
の
専
決

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

二
十
六

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
事

務
二
十
七

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
八
号
に
掲
げ
る
事

務
二
十
八

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
並
び
に
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水

産
部
の
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
の
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長
の
専
決

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

二
十
九

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
号
に
掲
げ
る
事
務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の

農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
並
び
に
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産

部
の
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
の
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長
の
専
決
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

三
十

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
二
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
三
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
四
号
に
掲
げ
る
事

務
三
十
四

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
五

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
六

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
七
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
七

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
八
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
八

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
九
号
に
掲
げ
る
事

務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部

の
農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
九

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
五
十
号
に
掲
げ
る
事
務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の

農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

四
十

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
五
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

(

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の

農
村
整
備
事
務
担
当
の
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

四
十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
五
十
一
号
の
二
に
掲
げ

る
事
務

四
十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
五
十
二
号
に
掲
げ
る
事

務
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三
八
地
域
県
民
局

及
び
下
北
地
域
県

民
局
の
地
域
農
林

水
産
部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事

務
三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
事
務

地
域
県
民
局
の
地

域
整
備
部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

(

三
八

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の
専
決
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

二

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

(

三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の

専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

五

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

六

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

七

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
三
に
掲
げ
る
事
務

九

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
四
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
三
に
掲
げ
る
事
務

十
三

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務

(
三

八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の
専
決

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

十
四

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

(

三

八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の
専
決

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

十
五

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

十
六

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務

十
七

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

十
八

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事

務

十
九

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
事

務
二
十

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
の
四
に
掲
げ
る
事

務
二
十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
の
五
に
掲
げ
る

事
務

二
十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
の
六
に
掲
げ
る

事
務

二
十
三

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
の
七
に
掲
げ
る

事
務

二
十
四

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
の
八
に
掲
げ
る

事
務

二
十
五

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

二
十
六

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

二
十
七

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る

事
務

二
十
八

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
三
号
の
三
に
掲
げ
る

事
務

二
十
九

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
の
二
に
掲
げ
る
事

務
三
十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
三

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
四

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
五

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
六

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
事

務
三
十
七

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事

務
三
十
八

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
九

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

四
十

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第28号 24

中
南
地
域
県
民
局

及
び
三
八
地
域
県

民
局
の
地
域
整
備

部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

三
八
地
域
県
民
局

及
び
下
北
地
域
県

民
局
の
地
域
整
備

部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

(

三
八

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の
専
決
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

二

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

(

三
八

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の
専
決
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

三

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

(

三
八

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の
専
決
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

四

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

(

三
八

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の
専
決
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

五

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

(

三
八

地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
八
戸
港
管
理
所
の
港
管
理
所
長
の
専
決
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

中
南
地
域
県
民
局

地
域
整
備
部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

三
八
地
域
県
民
局

地
域
整
備
部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

青
森
県
環
境
保
健

セ
ン
タ
ー
の
環
境

管
理
事
務
所
の
環

境
管
理
事
務
所
長

一

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
ロ
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

六

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務

七

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

九

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

十
一

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

十
二

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
二
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
の

保
健
総
室
長

健
康
福
祉
こ
ど
も

セ
ン
タ
ー
の
保
健

部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
ロ
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

六

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
イ
及

び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

七

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
イ
及

び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

八

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

九

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
七
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

十
一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
ホ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

十
二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
ニ

及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

十
三

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ホ
、
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

十
四

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

十
五

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
二
号
の
三
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

十
六

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

十
七

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
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十
八

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
六
号
イ(

旅
館
、
公
衆
浴
場
、

医
療
施
設
及
び
社
会
福
祉
施
設
等

(

精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
事
務

十
九

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

二
十

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
七
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

二
十
一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
七
号
の
二
の
二
に
掲
げ
る

事
務

二
十
二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
七
号
の
三
に
掲
げ
る
事
務

二
十
三

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
七
号
の
四
に
掲
げ
る
事
務

二
十
四

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
七
号
の
五
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

二
十
五

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
八
号
イ
、
ロ
及
び
ワ

(

児

童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項

(

同
法
第
五
十
条
第
五
号
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

及
び
第
五
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
事

務
二
十
六

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
八
号
の
三
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
事
務

二
十
七

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務

二
十
八

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
九
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

二
十
九

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同

号
ホ
及
び
チ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同

号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

三
十
三

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

三
十
四

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
の

福
祉
総
室
長

健
康
福
祉
こ
ど
も

セ
ン
タ
ー
の
福
祉

一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
六
号
イ

(

社
会
福
祉
施
設
等

(

精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
七
号
の
五
イ
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
八
号
ハ
、
ホ

(

児
童
福
祉
法
第

部
長

三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。)

、
ヘ
か

ら
ヌ
ま
で
、
ル

(

改
善
命
令
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。)

、
ワ

(

同

法
第
五
十
六
条
第
二
項

(

同
法
第
五
十
条
第
六
号
及
び
第
六
号
の
三

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
カ
に
掲
げ

る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
八
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
八
号
の
三
ハ

(

母
子
保
護
等
の

実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
務

六

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ハ
、
ホ(

生
活
保
護
法
第
二
十
八
条
第
四
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、

タ
及
び
レ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

七

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

九

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

十
一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務

十
二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務

十
三

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
四
十
号
に
掲
げ
る
事
務

十
四

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
四
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

十
五

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
四
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

十
六

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
四
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

十
七

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
四
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

地
域
県
民
局
の
地

域
健
康
福
祉
部
の

こ
ど
も
相
談
総
室

長健
康
福
祉
こ
ど
も

セ
ン
タ
ー
の
こ
ど

も
相
談
部
長

一

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
八
号
ニ
、
ホ

(

児
童
福
祉
法
第

三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。)

、
ヲ
及

び
ワ

(

同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

(

同
法
第
五
十
条
第

七
号
及
び
第
七
号
の
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
も
の
に
限

る
。)

に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
四
条
の
三
第
十
八
号
の
三
ハ

(

児
童
等
入
所
措

置
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
事
務

青
森
県
立
保
健
大

学
事
務
局
長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
令
達
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

(

人
事

課
給
与
事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)
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イ

一
件
の
金
額
が
二
十
万
円
未
満
の
交
際
費
及
び
食
糧
費
に
係
る

支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

一
件
の
金
額
が
二
千
七
百
万
円
未
満
の
委
託
料
に
係
る
支
出
負

担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

イ
及
び
ロ
の
ほ
か
、
報
酬
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
、
賃
金
、

旅
費
及
び
役
務
費
以
外
の
費
目

(

給
料
、
交
際
費
、
食
糧
費
、
委

託
料
、
工
事
請
負
費
及
び
公
有
財
産
購
入
費
を
除
く
。)

に
係
る

一
件
の
金
額
が
九
百
万
円
以
上
二
千
七
百
万
円
未
満
の
支
出
負
担

行
為
に
関
す
る
こ
と
。

二

事
務
委
任
規
則
第
八
条
の
二
第
二
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
八
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

青
森
県
立
保
健
大

学
事
務
局
次
長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
令
達
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

(

人
事

課
給
与
事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

イ

報
酬
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
、
賃
金
、
旅
費
及
び
役
務
費
以

外
の
費
目

(

給
料
、
交
際
費
、
食
糧
費
、
委
託
料
、
工
事
請
負
費

及
び
公
有
財
産
購
入
費
を
除
く
。)
に
係
る
一
件
の
金
額
が
九
十

万
円
以
上
九
百
万
円
未
満
の
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

支
出
命
令
に
関
す
る
こ
と

(

経
理
担
当
の
内
部
組
織
の
長
の
専

決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

二

収
入
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

三

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
二
十
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

六

物
品
の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

青
森
県
立
保
健
大

学
の
経
理
担
当
の

内
部
組
織
の
長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
令
達
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

(

人
事

課
給
与
事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。)

イ

報
酬
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
、
賃
金
、
旅
費
及
び
役
務
費
に

係
る
支
出
負
担
行
為
並
び
に
そ
の
他
の
費
目

(

給
料
、
交
際
費
、

食
糧
費
、
委
託
料
、
工
事
請
負
費
及
び
公
有
財
産
購
入
費
を
除

く
。)

に
係
る
一
件
の
金
額
が
九
十
万
円
未
満
の
支
出
負
担
行
為

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

報
酬
、
職
員
手
当
等
、
共
済
費
、
賃
金
、
旅
費
、
役
務
費
、
需

用
費

(

食
糧
費
を
除
く
。)

、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
備
品
購
入

費
に
係
る
支
出
命
令
並
び
に
そ
の
他
の
費
目

(

給
料
及
び
交
際
費

を
除
く
。)

に
係
る
一
件
の
金
額
が
二
百
五
十
万
円
未
満
の
支
出

命
令
に
関
す
る
こ
と
。

青
森
県
立
中
央
病

院
事
務
局
長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
配
当
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

イ

一
件
の
金
額
が
千
三
百
万
円
以
上
六
千
万
円
未
満
の
医
薬
品
、

給
食
材
料
及
び
庁
用
燃
料
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

一
件
の
金
額
が
五
百
万
円
以
上
千
五
百
万
円
未
満
の
物
品
の
購

入
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

一
件
の
金
額
が
五
百
万
円
以
上
の
基
準
寝
具
及
び
職
員
に
貸
与

す
る
被
服
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

一
件
の
金
額
が
五
百
万
円
以
上
の
印
刷
製
本
費
及
び
通
信
運
搬

費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

一
件
の
金
額
が
千
三
百
万
円
以
上
六
千
万
円
未
満
の
光
熱
水
費

に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

一
件
の
金
額
が
七
万
円
以
上
二
十
五
万
円
未
満
の
交
際
費
及
び

食
糧
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ト

一
件
の
金
額
が
五
百
万
円
以
上
六
千
万
円
未
満
の
委
託
料
に
係

る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

チ

イ
か
ら
ト
ま
で
の
ほ
か
、
一
件
の
金
額
が
二
十
万
円
以
上
百
二

十
万
円
未
満
の
支
出
負
担
行
為

(

給
与
費
、
報
償
費
及
び
旅
費
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

二

一
件
の
評
価
額
が
二
十
五
万
円
を
超
え
る
物
品
の
寄
附
の
受
納
に

関
す
る
こ
と
。

青
森
県
立
中
央
病

院
事
務
局
次
長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
配
当
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

イ

一
件
の
金
額
が
千
三
百
万
円
未
満
の
医
薬
品
、
給
食
材
料
及
び

庁
用
燃
料
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
以
上
五
百
万
円
未
満
の
物
品
の
購
入

に
関
す
る
こ
と
。

ハ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
以
上
五
百
万
円
未
満
の
基
準
寝
具
及
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び
職
員
に
貸
与
す
る
被
服
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

給
与
費
及
び
報
償
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
以
上
五
百
万
円
未
満
の
印
刷
製
本
費

及
び
通
信
運
搬
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

一
件
の
金
額
が
千
三
百
万
円
未
満
の
光
熱
水
費
に
係
る
支
出
負

担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ト

一
件
の
金
額
が
七
万
円
未
満
の
交
際
費
及
び
食
糧
費
に
係
る
支

出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

チ

一
件
の
金
額
が
五
百
万
円
未
満
の
委
託
料
に
係
る
支
出
負
担
行

為
に
関
す
る
こ
と
。

リ

イ
か
ら
チ
ま
で
の
ほ
か
、
一
件
の
金
額
が
二
十
万
円
未
満
の
支

出
負
担
行
為

(
旅
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

二

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

六

物
品
の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

青
森
県
立
中
央
病

院
の
経
理
担
当
の

内
部
組
織
の
長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
配
当
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

イ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
未
満
の
物
品
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
未
満
の
基
準
寝
具
及
び
職
員
に
貸
与

す
る
被
服
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

旅
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
未
満
の
印
刷
製
本
費
及
び
通
信
運
搬

費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

青
森
県
立
つ
く
し

が
丘
病
院
事
務
局

長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
配
当
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

イ

一
件
の
金
額
が
三
百
万
円
以
上
千
万
円
未
満
の
医
薬
品
の
購
入

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

一
件
の
金
額
が
三
百
万
円
以
上
六
百
万
円
未
満
の
給
食
材
料
及

び
庁
用
燃
料
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

一
件
の
金
額
が
百
万
円
以
上
百
二
十
万
円
未
満
の
物
品
の
購
入

に
関
す
る
こ
と
。

ニ

一
件
の
金
額
が
百
三
十
万
円
以
上
二
百
万
円
未
満
の
基
準
寝
具

及
び
職
員
に
貸
与
す
る
被
服
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

一
件
の
金
額
が
百
万
円
以
上
百
五
十
万
円
未
満
の
印
刷
製
本
費

及
び
通
信
運
搬
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

一
件
の
金
額
が
三
百
万
円
以
上
四
百
万
円
未
満
の
光
熱
費
に
係

る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ト

一
件
の
金
額
が
五
万
円
以
上
二
十
万
円
未
満
の
交
際
費
及
び
食

糧
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

チ

イ
か
ら
ト
ま
で
の
ほ
か
、
一
件
の
金
額
が
二
十
万
円
以
上
百
二

十
万
円
未
満
の
支
出
負
担
行
為

(

給
与
費
及
び
旅
費
に
係
る
も
の

を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

二

一
件
の
評
価
額
が
二
十
五
万
円
を
超
え
る
物
品
の
寄
附
の
受
納
に

関
す
る
こ
と
。

青
森
県
立
つ
く
し

が
丘
病
院
事
務
局

次
長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
配
当
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

イ

一
件
の
金
額
が
三
百
万
円
未
満
の
医
薬
品
、
給
食
材
料
及
び
庁

用
燃
料
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
以
上
百
万
円
未
満
の
物
品
の
購
入
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
以
上
百
三
十
万
円
未
満
の
基
準
寝
具

及
び
職
員
に
貸
与
す
る
被
服
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

給
与
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
以
上
百
万
円
未
満
の
印
刷
製
本
費
及

び
通
信
運
搬
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

一
件
の
金
額
が
三
百
万
円
未
満
の
光
熱
水
費
に
係
る
支
出
負
担

行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ト

一
件
の
金
額
が
五
万
円
未
満
の
交
際
費
及
び
食
糧
費
に
係
る
支

出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

チ

イ
か
ら
ト
ま
で
の
ほ
か
、
一
件
の
金
額
が
二
十
万
円
未
満
の
支

出
負
担
行
為

(

旅
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

二

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務



( )青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第28号 28

五

事
務
委
任
規
則
第
六
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

六

物
品
の
出
納
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

青
森
県
立
つ
く
し

が
丘
病
院
の
経
理

担
当
の
内
部
組
織

の
長

一

次
に
掲
げ
る
事
務
で
配
当
予
算
の
範
囲
で
執
行
す
る
も
の

イ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
未
満
の
物
品
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
未
満
の
基
準
寝
具
及
び
職
員
に
貸
与

す
る
被
服
の
借
入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

旅
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

一
件
の
金
額
が
五
十
万
円
未
満
の
印
刷
製
本
費
及
び
通
信
運
搬

費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

十
和
田
食
肉
衛
生

検
査
所
三
戸
支
所

の
支
所
長

一

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
ホ
及

び
同
ホ
に
係
る
同
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

二

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
五
条
の
四
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

青
森
県
工
業
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
弘

前
地
域
技
術
研
究

所
の
弘
前
地
域
技

術
研
究
所
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
一
条
第
一
号
(
デ
ザ
イ
ン
に
係
る
手
数
料
の

額
の
決
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。)
に
掲
げ
る
事
務

青
森
県
工
業
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
八

戸
地
域
技
術
研
究

所
の
八
戸
地
域
技

術
研
究
所
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
一
条
第
一
号

(

そ
の
他
の
化
学
分
析
又
は
試

験
に
係
る
手
数
料
の
額
の
決
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
掲
げ
る

事
務

中
南
地
域
県
民
局

及
び
三
八
地
域
県

民
局
の
地
域
農
林

水
産
部
並
び
に
上

北
地
方
農
林
水
産

事
務
所
及
び
西
北

一

工
事
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

六

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

地
方
農
林
水
産
事

務
所
の
農
村
整
備

事
務
担
当
の
次
長

(

同
号
ハ
、
ト
、
ヌ
及
び
ツ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

七

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
四
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

九

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
四
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
四
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務

十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
五
十
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
ニ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
五
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

西
北
地
方
農
林
水

産
事
務
所
の
五
所

川
原
市
駐
在
の
農

村
整
備
事
務
担
当

の
次
長
以
外
の
次

長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

六

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務

七

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

九

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

十
一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
事

務
十
二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
の
三
に
掲
げ
る
事

務
十
三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
五
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る

事
務

地
域
県
民
局
の
地

域
農
林
水
産
部
の

家
畜
保
健
衛
生
所

及
び
農
林
水
産
事

務
所
の
家
畜
保
健

衛
生
所
の
家
畜
保

健
衛
生
所
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

二

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務



( )

別
表
第
六
中

｢

｣

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第28号29

地
域
県
民
局
の
地

域
農
林
水
産
部
の

水
産
事
務
所
及
び

西
北
地
方
農
林
水

産
事
務
所
鰺
ケ
沢

水
産
事
務
所
の
水

産
事
務
所
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

地
域
県
民
局
の
地

域
農
林
水
産
部
の

漁
港
漁
場
整
備
事

務
所
及
び
農
林
水

産
事
務
所
の
漁
港

漁
場
整
備
事
務
所

の
漁
港
漁
場
整
備

事
務
所
長

一

入
札
の
執
行
及
び
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

工
事
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
十
号
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ヘ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

六

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

七

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

九

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

十

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

青
森
県
農
林
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
林

業
試
験
場
の
林
業

試
験
場
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

三
八
地
域
県
民
局

地
域
整
備
部
八
戸

港
管
理
所
及
び
県

土
整
備
事
務
所
の

港
管
理
所
の
港
管

理
所
長

一

工
事
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

五

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ハ

(

許
可
の
取
消
し
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

及
び
ホ

(

許
可
の

取
消
し
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

六

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ロ

(

行
為
の
命
令
及
び
禁
止
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
ホ
及
び
ヘ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

七

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

八

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

イ

(

海
岸
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

、

ロ

(

同
法
第
三
十
七
条
の
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限

る
。)

、
ハ

(

同
法
第
三
十
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

限
る
。)

及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
同
号
ホ

(

同
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

九

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号

ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

青
森
県
土
整
備
事

務
所
青
森
港
管
理

所
の
駐
在
主
任

一

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
イ

(

港
湾
施
設
用
地
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
事
務

(

駐
在
主
任
が
処
理
す
る
も

の
に
限
る
。)

青
森
県
土
整
備
事

務
所
駒
込
ダ
ム
建

設
所
の
ダ
ム
建
設

所
長

一

工
事
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

五
所
川
原
県
土
整

備
事
務
所
鰺
ケ
沢

道
路
河
川
事
業
所

の
道
路
河
川
事
業

所
長

一

工
事
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務

三

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
ヨ
か
ら
レ
ま
で
に
掲
げ

る
事
務

四

事
務
委
任
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
ナ
に
掲
げ
る
事
務

職

専

決

事

項



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

を｢

｣

に
改
め
、

｢

除
く
。)

｣

の
下
に

｢
並
び
に
地
域
県
民
局
の
部
長｣

を
加
え
、

｢

又
は
支
所
等
が
専

ら｣

を

｢

若
し
く
は
支
所
等
又
は
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
室
、
県
税
部
、
地
域
健
康
福
祉
部
、
地

域
農
林
水
産
部
若
し
く
は
地
域
整
備
部
が
専
ら｣
に
、

｢

加
工
技
術
部
長｣

を

｢

木
材
加
工
部
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
七
中

｢

県
税
事
務
所｣

を

｢

県
税
事
務
所
等｣
に
改
め
、

｢

、
総
括
主
査｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
防
災
消
防
課
の
項

の
改
正
規
定
、
同
表
県
民
生
活
政
策
課
の
項
の
第
三
号
の
改
正
規
定
及
び
同
表
青
少
年
・
男
女
共
同

参
画
課
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁

中

一

般

青
森
県
公
営
企
業
局
職
員
一
般

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
青
森
県
公
営
企
業
局
職
員
に
専
決
及
び
代
決
さ
せ

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
青
森
県
公
営
企
業
局
職
員
に
専
決
及
び
代
決

さ
せ
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
青
森
県
公
営
企
業
局
職
員
に
専
決
及
び
代
決
さ
せ

る
規
程(

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中

｢

青
森
県
公
営
企
業
局
職
員｣

を

｢

県
土
整
備
部
職
員｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中

｢

青
森
県
公
営
企
業
局

(

以
下

｢

局｣

を

｢

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条

例

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
五
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部

(

以
下

｢

部｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

公
営
企
業
課
長｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

局
総
務
課
長｣

を

｢

公
営
企
業
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

局｣

を

｢

部｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

公
営
企
業
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

局
総
務

課
長｣

を

｢

公
営
企
業
課
長｣

に
、

｢

局
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

局
総
務
課

長｣

を

｢

公
営
企
業
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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地
域
県
民
局
の
地

域
連
携
室
長

職

一

二
以
上
の
出
先
機
関
又
は
支
所
等
が
使
用
し
て
い
る
庁
舎
で
あ
つ

て
、
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
室
が
入
居
し
て
い
る
も
の

(

以
下

｢

地
域
連
携
室
入
居
合
同
庁
舎｣

と
い
う
。)

に
係
る
青
森
県
庁
舎

管
理
規
則
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

(

地
域
連
携
室
入
居
合
同
庁
舎
に

入
居
し
て
い
る
出
先
機
関
及
び
支
所
等
の
長
並
び
に
地
域
県
民
局
の

部
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

専

決

事

項


